
平田高校 原発事故発生時の対応マニュアル（生徒用） 

 ※保護者の方もご一読ください 
 原子力災害が発生し、放射線の影響が考えられる場合、ＰＡＺ（発電所から半径５km 以内）、Ｕ

ＰＺ（発電所から半径３０km 以内）に応じ、災害対策本部（国、県、市）から屋内退避、避難指示

があります。平田高校はＵＰＺに含まれ、原子力災害があった場合は屋内退避が基本となりますが、

重大な影響が見込まれる場合には避難指示が出される場合もあります。屋内退避（危険度が高い）、

避難指示（危険度が非常に高い）それぞれの場合について、次のような行動を取ることが必要です。 

 

１．屋内退避（危険度が高い）の場合 

（１）登校時に災害が発生したら・・・ 
   ○ 防災無線や広報車などの放送をしっかり聞き，その指示に従う｡ 

○ 家が近くの場合には家へ帰リ，その後，市町村からの指示に従う。 
○ 家から離れている場合には登校し，先生の指示で速やかに屋内に退避する。 
 

（２）授業中等に災害が発生したら・・・ 
○ 屋外にいた時は，先生の指示で速やかに屋内に退避する。 
 

（３）下校時に災害が発生したら・・・ 
○ 防災無線や広報車などの放送をしっかり聞き，その指示に従う｡ 
○ 家が近くの場合には家へ帰り，その後，市町村からの指示に従う。 
○ 家から離れている場合には，学校に戻り，先生の指示に従う。  
 

（４）学校外活動中に災害が発生したら・・・ 
≪事故発生現場の近くで活動している場合≫ 
【独自のバス等がある場合】 

○ 屋外活動中に災害情報等を聞いたら，先生の指示で近くの建物に速やかに退避する。 
○ バス等へ乗るときには，落ち着いた行動をとる。 

【独自のバス等がない場合】 
○ 屋外活動中に災害情報等を聞いたら，先生の指示で近くの建物に速やかに退避する。 
 

（５）休日、部活動等時に災害が発生したら・・・ 
○ 屋外にいたときは，先生の指示で速やかに屋内に退避を，先生の指示に従った行動をとる｡ 

 

２．避難（危険度が非常に高い）の場合 

１）登校時に災害が発生したら・・・ 
   ○ 防災無線や広報車などの放送をしっかり聞き，その指示に従う｡ 

○ 家が近くの場合には家へ帰リ，その後，市町村からの指示に従う。 
○ 家から離れている場合には登校し，先生の指示で速やかに屋内に退避し，避難の準備をする。 
○ 避難のための車両へ乗るときには，落ち着いた行動をとる。 
○ 避難所に着いたら，先生や市町村の人の指示に従った行動をとる。 
 

（２）授業中等に災害が発生したら・・・ 
○ 屋外にいたら，先生の指示で速やかに屋内に退避し，避難の準備をする。 
○ 避難のための車両へ乗るときには，落ち着いた行動をとる。 
○ 避難所に着いたら，先生や市町村の人の指示に従った行動をとる。 
 

ＵＰＺ（概ね３０ｋｍ圏） 

ＰＡＺ（概ね５ｋｍ圏） 



（３）下校時に災害が発生したら・・・ 
○ 防災無線や広報車などの放送をしっかり聞き，その指示に従う｡ 
○ 家が近くの場合には家へ帰り，その後，市町村からの指示に従う。 
○ 家から離れている場合には，学校に戻り，先生の指示に従う。 
○ 避難のための車両へ乗るときには，落ち着いた行動をとる。 
○ 避難所に着いたら，先生や市町村の人の指示に従った行動をとる。  
 

（４）学校外活動中に災害が発生したら・・・ 
≪事故発生現場の近くで活動している場合≫ 
【独自のバス等がある場合】 

○ 屋外活動中に災害情報等を聞いたら，先生の指示で近くの建物に速やかに退避し，避難の準備をする。 
○ 避難のためのバス等へ乗るときには，落ち着いた行動をとる。 

【独自のバス等がない場合】 
○ 屋外活動中に災害情報等を聞いたら，先生の指示で近くの建物に退避し，避難の準備をする。 
○ 避難のための車両へ乗るときには，落ち着いた行動をとる。 
○ 避難所に着いたら，先生や市町村の人の指示に従った行動をとる。 
 

（５）休日、部活動等時に災害が発生したら・・・ 
○ 屋外にいたときは，先生の指示で速やかに屋内に退避を，先生の指示に従った行動をとる｡ 
○ 避難のための車両へ乗るときには，落ち着いた行動をとる。 
○ 避難所に着いたら，先生や市町村の人の指示に従った行動をとる。 

 

ＰＯＩＮＴ 

  自治体の広報車等から「原発事故発生！」の発信があったら・・・ 

○登下校中→原則 自宅に帰る 

     平田高校に近い場合は学校に行く→保護者に連絡した上で，帰宅する。 

 

○始業後～就業前（校内にいる）→学校での指示に従う 

     安全が確認できるまで学校で待機。 

     帰宅に支障がない場合→保護者に連絡した上で，帰宅する。 

 

○校外で活動中（遠足等）→ただちに学校に帰る。→以下校内の場合と同様。 

     帰校に支障がある場合は，現地の安全な建物等にとどまり指示を待つ 

 

 ○放課後または休日の部活中→保護者に連絡した上で，帰宅する。 

     帰宅に支障がある場合は，安全が確認できるまで学校に待機。 


